
令和４年度 北海道中学校体育大会 

第５２回 北海道中学校バスケットボール大会開催要項 

 

１．主  催   北海道中学校体育連盟・北海道教育委員会・恵庭市教育委員会・(一財)北海道バスケットボール協会 

２．主  管   石狩管内中学校体育連盟・恵庭市中学校体育連盟・札幌地区バスケットボール協会 

３．後  援   北海道・恵庭市・千歳市・北海道都市教育委員会連絡協議会・北海道町村教育委員会連合会 

         北海道中学校長会・恵庭市中学校長会・(公財)北海道スポーツ協会・ＮＰＯ法人恵庭市体育協会 

         北海道ＰＴＡ連合会・札幌市ＰＴＡ協議会・北海道新聞社 

４．会  期   令和４年７月２９日（金）・７月３０日（土）・７月３１日（日） 

５．会  場   代表者会議兼開会式 恵庭市総合体育館    ７／２９（金） １１：３０～ 

         専門委員長会議   恵庭市総合体育館    ７／２９（金） １５：３０～ 

         競技        恵庭市総合体育館    ７／２９（金）・３０（土）・３１（日） 

                     〒061-1449 恵庭市黄金中央５丁目１９９－２  Tel0123-32-2261  

    千歳市スポーツセンター（ダイナックスアリーナ）  ７／３０（土） 

〒066-0046 千歳市真町１７６－２      Tel 0123-22-1111 

表彰式       恵庭市総合体育館    ７／３１（日） 決勝戦終了後～ 

６．日  程 

       9:00              11:30        13:00                      15:30 

第１日目 

７月２９日（金） 
公開練習 

代表者会議兼 

開会式 
競 技（１回戦） 専門委員長会議 

会場 ： ＜恵庭市総合体育館＞ 

第２日目 

７月３０日（土） 

競 技 （２・３回戦） 

会場 ： ＜恵庭市総合体育館・千歳市スポーツセンター（ダイナックスアリーナ）＞ 

第３日目 

７月３１日（日） 

・女子準決勝 ・男子準決勝  ・女子決勝 ・男子決勝 表彰式 

会場 ： ＜恵庭市総合体育館＞ 

         注）第１日目の公開練習について、この時間、場所以外に練習するところを確保していません。 

 

７．大 会 開 催 区 分  北海道を札幌市及び１４管内に分けて行う。 

８．参 加 資 格  （１）北海道中学校体育連盟に加盟する中学校・中等教育学校・義務教育学校に在籍する生徒で、北海道
中学校体育大会への出場資格を得、当該学校長及び当該地区中体連会長が出場を認めた生徒とする。 

（２）年齢は、平成１９年４月２日以降に生まれた者に限る。 

（３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は、令和４年６月３０日までに北海道中学校体育連盟に申
し出ること。 

（４）北海道中学校体育大会に学校教育法第１３４条の各種学校（第１条に掲げるもの以外）の参加を
認める。但し、詳細については北海道中学校体育大会開催基準による。 

（５）参加生徒の引率は、当該学校の校長・教員・部活動指導員とする。 

（６）引率責任者及びコーチは、部活動の指導中の暴力等により、任命権者又は学校設置者から懲戒処
分を受けていない者であること。外部指導者は校長から暴力等による指導措置が無いこと。 

（７）外部指導者は、校長が認めた者で北海道中学校体育連盟に登録された者とする。 

（８）マネージャーは当該学校の校長・教員、又は生徒とする。 

（９）チームは、単一学校の生徒で編成されたものであること。但し、地区中体連会長が認めた合同チー
ムはその限りではない。複数校合同チームの引率は出場校の校長または教員があたるものとする。
但し、やむを得ない場合は代表引率を認める。 

手続きは様式１～４をもって行う。※様式は、各地区中体連事務局へ請求のこと。 

（10）参加者は、開催要項に掲げる個人情報の取り扱いについて了承するものとする。 

９．参 加 チ ー ム 数  札幌市（２）、管内代表１（１４）、開催地（１）、開催管内（１）、計１８チームとする。 

但し、参加チーム数が１８チームに満たない場合は開催地の状況に応じて開催地より２チームまで参加
することができる。 

10．登 録 人 数  引率責任者１名、コーチ１名、アシスタントコーチ１名、マネージャー１名、選手１５名、合計１９名
以内とする。なお、トレーナーを置く場合は、別紙申請用紙を大会実行委員会に提出すること。 

 



11．大 会 規 則    （１）（公財）日本バスケットボール協会競技規則による。 

（２）  現行のマンツーマンディフェンスの基準規則に則る 

12．組 み 合 せ 抽 選  令和４年７月１９日（火）１０時より開催地（恵庭市立恵庭中学校）において主催者・開催地・専門委
員長立会いのもと、公開で抽選を行う。 

13．参 加 料  １チーム  ３０，０００円 

14．表   彰  （１）入賞は３位までとし、賞状を授与する。 

         （２）１位には、優勝旗及び優勝杯を授与する。（持ちまわり） 

         （３）３位までの入賞者全員にメダルを授与する。 

15．大 会 参 加 申 し 込 み  令和４年７月１５日（金）必着で以下の①～③について手続きすること。 

①参加申し込み用紙に職印を押印の上、各地区中体連事務局を通して下記に郵送すること。 

②同時に選手名簿用紙（北海道バスケットボール協会U15部会ホームページからダウンロードできます） 
にデータを入力し、出場校より直接、下記開催地大会事務局に添付ファイルにてＥメール送信するこ 

と。（氏名等のデータはそのままプログラムに記載されます。郵送されたものとの不一致や誤記入の 

ないように確認してください。職印は不要です。） 

③参加料については下記の振込先へ、銀行振り込みとする。 

〒０６１－１４２５  恵庭市文京町３丁目４番５号     恵庭市立恵庭中学校内 

           第５２回北海道中学校バスケットボール大会実行委員会 担当者  石 山  慎 一  宛 

            ℡ : 0123-32-3249 FAX : 0123-32-5507 Ｅ-mail : enw-eniwa-chu-1@hokkaido.school.ed.jp 

 ＜振込先＞     北海道銀行 恵庭支店 店番号113 普通預金 口座番号0977632 

北海道中学校バスケットボール大会 実行委員長 吉本 浩志 

       （ホッカイドウチュウガッコウバスケットボールタイカイ ジッコウイインチョウ ヨシモトヒロシ） 

16．宿 泊 等  指定宿泊とする。適切な危機管理対応(感染症・自然災害)を確保するため、開催地が指定した宿泊地に

「名鉄観光サービス株式会社札幌支店」を通して必ず宿泊すること。 

17．全 国 大 会 へ の 参 加  優勝及び準優勝したチーム、並びに開催地代表校は、北海道を代表して全国大会への出場が認められる。 

       全国大会へ参加する際、宿泊については、宿泊要項において実行委員会より斡旋された宿泊を必ず利用 

すること。 

日 程 令和４年８月２０日（土）～２３日（火） 

開催地 北海道 札幌市 

18．個 人 情 報 の 取 り 扱 い  （１）大会参加者の氏名・所属・学年は、プログラム、掲示板、ホームページ及び記録集「闘志と栄光
の軌跡」へ掲載するために利用する。 

       （２）選手の大会成績は、ホームページ及び記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。 

         （３）選手の写真は、記録集「闘志と栄光の軌跡」へ掲載するために利用する。 

         （４）選手の生年月日は、年齢を確認するために利用する。 

         （５）引率責任者またはコーチの連絡先は大会運営のため、緊急を要する場合に利用する。 

         （６）大会参加者の身長及び大会を支える生徒氏名は、プログラムへ掲載するために利用する。 

19．ホ ー ム ペ ー ジ  北海道バスケットボール協会U１５部会 ＨＰアドレス(http://hokkaido.japanbasketball.jp/fxp-u15/) 

20．新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染 症 （１）参加者は（公財）日本中学校体育連盟の全国中学校体育大会実施上のCOVID－19感染拡大予 

の 感 染 拡 大 予 防 に つ い て        防ガイドライン並びにスポーツ庁、(公財)日本バスケットボール協会、（一財）北海道バスケッ 

トボール協会が作成している新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止に関するガイドラインを 

遵守し、大会に参加すること。 

           （２)大会実行委員会としても可能な限り感染防止対策を徹底した上で大会準備や大会運営に努める 
が、参加者も大会期間中は各種ガイドラインに基づき、感染予防に努めること。 

(３)参加者は、大会申込み時に本連盟作成の参加同意書を必ず提出すること。 
(４)参加者は、大会前の感染予防や緊急時の体制づくりの観点から、大会前後２週間の体調と行動履

歴の記録を所定の用紙に毎日記入すること。 
(５)チームや選手の出場停止等、新型コロナウィルス感染症の感染予防のために主催者が決めた措置

については、主催者の指示に従い、遵守すること。 
(６)今後の新型コロナウィルス感染症の感染拡大によって、国や北海道などから大会開催についての

指導・助言があった場合や、開催自治体などが当該地域において大会を開催することが難しいと
判断した場合は、主催団体において大会の開催について改めて協議する。   

http://hokkaido.japanbasketball.jp/fxp-u15/

